
事 務 連 絡  

令和６年２月２６日  

 

各県立学校長 様 

 

県立学校部参事兼保健体育課長  

 

 

文化祭等における食品の取扱い等の一部改正について 

 

 日頃より文化祭等における食品の取扱い等の衛生管理について、適切な対応をいただ

いていることに感謝申し上げます。 

 文化祭等における食品の取扱い等については、令和５年６月２９日付け教保体第６４

７号「文化祭等における食品の取扱い等について（通知）」及び令和５年７月１４日付

け事務連絡「文化祭等における食品の取扱い等について」に基づき、御対応いただいて

いるところです。 

 このことについて、各学校から寄せられた御意見を踏まえ、「文化祭等における食品

の取扱いについての留意事項（改訂）」及びＱ＆Ａ（改訂）を一部改正しましたので、

御活用ください。個別のケースについては、保健体育課あるいは管轄の保健所まで御相

談いただくようお願いします。 

 

 

担 当：県立学校部 保健体育課 

健康教育・学校安全担当 龍野 

電 話：048-830-6963 

E-mai l：a6960-02@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a6960-02@pref.saitama.lg.jp


別紙 
文化祭等における食品の取扱いについての留意事項（改訂） 

１ 目的 

  日ごろ食品の取扱いに慣れていない児童生徒が、文化祭等において不特定多数の者に

対し、調理した食品の提供や仕入れた食品の販売を行うことから、食品に関する事故を未

然に防ぐため、食品の取扱い、食品取扱者、食品取扱設備等について最低限の留意事項を

示したものである。 

  なお、調理を専門とする教育課程における日頃の生徒に対する教育や学校の施設設備

の状況などにより、学校が自ら食品衛生の確保に十分努められると判断した場合には、取

り扱える食品に関してはその限りではないものとする。 

 

２ 食品の取扱いについて 

（１）購入した食品をそのまま提供する場合 
  ア 購入先での保存状態が良く包装されているものを購入し、直射日光に当たっている

もの、賞味期限が切れそうなものは避ける。 
    また、表示が適正であることを確認する。 

イ 食品は、その食品に表示してある保存方法に従って保存又は陳列し提供する。 

なお、冷蔵保存して販売しなければならない食品は、冷蔵ケースまたはそれと同等

の方法により保存して取り扱う。 

  ウ 購入した食品については、品名、製造番号及び賞味期限等を記録し、その記録を１

ヶ月間保存しておく。ただし、購入伝票などにこれらの情報が記載されている場合は、

購入伝票の保存に替えることができる。この記録等により食品のトレースが可能と

なることから、購入しそのまま提供する食品については、保存食をとらなくてよい。 

  エ 不衛生な場所で食品を提供しない。 

（２）購入した食品を皿など別の容器に移して提供する場合 

  ア （１）のアからエを準用する。 

  イ 既製品の封を開け、容器に移して提供する食品（ジュース、フルーツの缶詰、大量

に箱や袋に入ったドーナツなど）は、直接手指が触れないよう注意し、注文があって

から容器に移して提供する。 

    手指が食品に接触する作業を行う場合には、入念に石鹸で手を洗った後、逆性石鹸

などの消毒液で消毒し、使い捨てビニール手袋を用いる。 

（３）調理して食品を提供する場合 

  ア 複雑な調理加工を要するものは、調理設備から考えて好ましくないので、提供する

食品は単純な加熱・煮沸程度で調理を終わるような食品に限る。 

  イ 調理をして提供する食品は、必ず中心部まで十分に加熱する。 

ウ 加熱しない食品（ところてん、サンドイッチ、サラダ、生クリーム、寿司など）は、

食中毒の原因となりやすいので提供しない。 

エ 加熱した食品であっても、食中毒の原因となりやすいため、おにぎりや複数の食品
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を含む弁当類は提供しない。 

オ 食品は、加熱後速やかに提供することとし、２時間経過したものは提供しない。 

  カ 原材料は、鮮度及び表示に注意して、極力当日新鮮なものを仕入れる。 

  キ 前日の調理は、仕込みも含め絶対に行わない。 

  ク 調理して提供する食品に食物アレルギーを引き起こす食品（えび、かに、くるみ、

小麦、そば、卵、乳、小麦、落花生）が含まれる場合には、注文者にわかるようあら

かじめその旨を紙などに書いて表示する。その際、原材料由来のものもあるので、原

材料をよく確認する。 

  ケ 保存食は、調理して提供した食品別に５０グラム以上を取り密閉容器に入れ、２週

間－２０℃以下の冷凍庫で保存する。保存食は、食中毒が起こった場合の検査対象と

なるが、２週間何も起こらずに経過した場合は廃棄する。 

 

３ 食品取扱者について 

（１）調理従事者及び直接食品に触れる者 

ア 当日、下痢や嘔吐の症状がある場合は、調理作業に従事しない。また、手指に傷が

ある場合は、できるだけ作業に携わらない。 

イ 爪を短く切り、マニキュア等はつけない。また、指輪等のアクセサリー類を身につ

けない。 

ウ 作業前及び用便後は入念に石鹸で手を洗った後、アルコールなど手指用の消毒液

等で消毒する。 

エ 作業中は、消毒液を使用し手洗いを励行する。 

オ 原則として金銭を取り扱わない。やむを得ず金銭を取り扱う場合は、その都度手洗

いをする。 

カ 必ず清潔な衣類（白衣又は前掛け、頭巾又は帽子、マスク）、履き物を着用する。 

キ 事前に、検便検査をすることが望ましい。時期等については、最寄りの保健所に相

談すること。 

ク 文化祭等前１週間以内に、ノロウイルス等による感染性胃腸炎に罹患した者、ある

いは診断は受けていないが発熱、嘔吐や下痢等の症状のあった者は、文化祭等当日に

その症状が出ていなくても、調理等に従事しない。 

（２）調理以外の従事者（配膳係、販売係、レジ係など食品販売に関わるが直接食品に触れ

ない者） 

ア 当日、発熱、嘔吐や下痢等の症状がある場合は従事しない。 

イ 爪を短く切り、作業前及び用便後は石鹸で手を洗った後、逆性石鹸液などの消毒液

で消毒する。 

ウ 清潔な衣類（学生服等）であること。 

 

４ 食品取扱設備等について 

（１）調理する場所は、水道設備や食器戸棚、調理台のある衛生的な場所（調理室、家庭科



室など） 

に限定する。 

（２）蓋のある廃棄物入れを備える。 

（３）使用する水は、当日の調理開始前に遊離残留塩素が０．１mg/L以上あることを確認す

る。 

（４）手洗設備及び手指の消毒設備を設ける。 

（５）食品を適正な温度で保管できる設備を設ける。 

   また、原材料等を保管する冷蔵庫の温度管理については、温度管理責任者を決めて随

時確認し記録する。 

（６）食品は露出陳列しない。 

（７）食器（皿、コップ、箸など）類は、できる限り使い捨てのものを使用する。 

（８）使用する器具類は、作業前に十分洗浄消毒してから用い、作業中は必要に応じ洗浄消

毒する。 

 

５ その他 

（１）ＰＴＡが文化祭で食品を取り扱う場合も２、３及び４に準じて取り扱う。 

（２）学校において児童生徒及びＰＴＡ等が、文化祭等において食品の販売等食品を取り扱

う場合、「臨時出店届」を所轄の保健所に提出する。必要に応じて、検便検査の成績

書を添付する。 
（３）所轄の保健所の指導を必ず受け、必要のある場合には、速やかに改善を図る。 

（４）調理した食品は、持ち帰りを禁止し、必ずその場で飲食するように関係者、来訪者に

呼びかける。 

 

 



文化祭等における食品の取扱いについてのＱ＆Ａ（改訂） 

 

Ⅰ 食品の取扱いについて  

 

（１）購入した食品をそのまま提供する場合 

【臨時出店において単に食品を仕入れて盛り付け等調理行為を行わず提供する食品について】 

 

Ｑ１．以下の食品は、個包装されている既製品を販売することは可能ですか？ 

 ・おにぎり  ・惣菜 

 ・生クリーム・カスタードクリーム  ・あんこ   ・生菓子 

Ａ１．上記食品は、冷蔵庫などにより適切な温度管理が行われるなど、一定の条

件のもとで、販売することが可能です。ただし、上記食品はいずれも食中

毒のリスクが非常に高いものであるため、必ず、保健所に相談し、その指

導に従い、表示された保存方法が実施できることを確認するなど、適切な

衛生管理を実施した上で取扱ってください。適切な衛生管理が実施できな

いと考えられる場合には、取扱いを中止してください。 
 

Ｑ２．「臨時出店における注意事項」より、「食品衛生法第五十五条に基づく許

可を受けた、又は第五十七条に基づく届け出をした施設で製造されたもの」

とは、具体的にどのようなものをさしますか。 

Ａ２．保健所から食品営業許可を受けた施設、又は保健所へ食品営業届出を提出

した施設で製造された食品のことです。いずれも食品を取り扱う営業施設

を指します。 

 

Ｑ３．「臨時出店における注意事項」より、容器包装に入れられたもの以外で、

「衛生上支障がない場合」とは、具体的にどのような場合を示していますか。

Ａ３．野菜・果物等の販売のように、容器包装に入れられることなく販売される

ことが一般的であり、手を加えずに販売する場合を示しています。 

 

Ｑ４．食品製造業者から仕入れた弁当を販売してよいか。 

Ａ４．包装等を開封することなく販売することは可能です。販売までは表示に記

載されている表示されている保存方法に従い保管して下さい。包装を開封

せずに電子レンジ等で加温して販売することも可能です。 
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（２）購入した食品を皿など別の容器に移して提供する場合、及び（３）調理して

食品を提供する場合 

【臨時出店において製造、加工又は調理できる食品について】 

 

Ｑ１．盛り付けのみの場合でも、加工又は調理に含まれますか。 

Ａ１．盛り付けのみであっても、食品に直接触れる場合（トング等の器具を使って

触れる場合も含む）は調理に含まれます。また、ホットコーヒーやカップス

ープ、カップラーメンなど、お湯を注いで提供する場合やペットボトルのジ

ュース等を紙コップに移して販売する場合も、調理に含まれます。購入した

包装済みの食品を開封せずに提供する場合は調理に含まれません。 

 

Ｑ２．どのような食品が提供できますか。 

Ａ２．「行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領」別表（下表参照）に示され

た食品が提供可能です。その他の食品について提供することを検討してい

る場合は、管轄の保健所に相談してください。ただし、衛生管理や設備等

によって、取り扱えない場合があります。 

    

 

 

 



Ｑ３．「行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領 第四 指導及び助言」にお

いて、「提供直前に加熱工程を有するもの」と記載されているが、かき氷と

果実チョコは取り扱いできるということか。 

Ａ３．かき氷と果実チョコは提供可能です。これまでの事例から、食中毒になり

にくい食品と判断されたためです。 

 

Ｑ４．「臨時出店における注意事項」別表に記載されている「果実チョコ」と

は、どのようなものを想定していますか。 

Ａ４．チョコバナナのような、果実等を溶かしたチョコレート等でコーティング

し、冷やして固めた食品を想定しています。 

 

Ｑ５．「臨時出店における注意事項」より、かき氷や果実チョコへのトッピング

には、どのような食材が含まれますか。 

Ａ５．アイスクリーム類、ジャム、はちみつ、シロップ類、ソース類、チョコレー

ト、クッキー、マシュマロ、その他菓子類等が含まれます。いずれも市販の

既製品に手を加えずに添える、まぶす、かける場合を想定しています。 

 

Ｑ６．サンドイッチなど、加熱した食品のみを挟む場合であれば販売は可能です

か。 

Ａ６．サンドイッチの場合、すでに加熱された食品を挟む場合であっても、最終

工程がパンに具材を挟む行為であるため、「加熱工程」をした食品には含

まれないため、販売できません。原則、調理の最終工程が「加熱工程」

（客への提供直前に加熱工程を有する）である食品を取り扱って下さい。 

 

Ｑ７．生徒が自ら製造したパン、菓子の販売は可能ですか。 

Ａ７．複雑な調理加工を要するものなので、文化祭で提供するには好ましくあり

ません。しかし、調理を専門とする教育課程における日頃の生徒に対する

教育や学校の施設設備の状況などにより、学校が自ら食品衛生の確保に十

分努められると判断した場合には、取り扱える食品に関してはその限りで

はありません。事前に、所管の保健所に相談してください。 

 

Ｑ８．生徒が自らうどんを打って、麺の販売することは可能ですか。 

Ａ８．生麺としての販売と思われるが、衛生の確保が困難であり手間を要するも

のなので、文化祭で提供するには好ましくありません。しかし、調理を専

門とする教育課程における日頃の生徒に対する教育や学校の施設設備の状

況などにより、学校が自ら食品衛生の確保に十分努められると判断した場

合には、取り扱える食品に関してはその限りではありません。事前に、所

管の保健所に相談してください。 

 

 



Ｑ９．生徒が自ら製造した漬け物の販売は可能ですか。 

Ａ９．前に仕込みをする食品であるため、文化祭で提供するには好ましくありま

せん。しかし、調理を専門とする教育課程における日頃の生徒に対する教

育や学校の施設設備の状況などにより、学校が自ら食品衛生の確保に十分

努められると判断した場合には、取り扱える食品に関してはその限りでは

ありません。事前に、所管の保健所に相談してください。 

 

Ｑ10．茶道部で和菓子を出すのは可能ですか。 

Ａ10．和菓子には、水分が多く含まれる生菓子と水分含量が少ない菓子がありま

す。水分含量が少ない菓子は、差し支えありません。水分が多く含まれる

生菓子については、（１）購入した食品をそのまま提供する場合」Ｑ１を

参照してください。 

 

Ｑ11．クッキーなどの既存の菓子をアルミホイルに１個ずつに分けて、手作りジ

ャムをのせて販売することは可能ですか。 

Ａ11．既製品のジャムならば差し支えありません。提供する食品は、基本的に「前

日の調理は、仕込みも含め絶対に行わない。」こととしています。手作り

ジャムは、製造に手間を要する食品なの文化祭で提供するには好ましくあ

りません。学校は食品の製造業者ではないので、無理をしないでください。

しかし、調理を専門とする教育課程における日頃の生徒に対する教育や学

校の施設設備の状況などにより、学校が自ら食品衛生の確保に十分努めら

れると判断した場合には、取り扱える食品に関してはその限りではありま

せん。事前に、所管の保健所に相談してください。 

 

Ｑ12．仕入れた団子の販売を計画していますが、次の団子は販売できますか。 

  ・みたらし団子、ごま団子、あん団子 

Ａ12．みたらし団子及びごま団子は差し支えありません。しかし、あんは痛みが

早いため、あん団子については、（１）購入した食品をそのまま提供する

場合」Ｑ１を参照してください。 

 

 

Ｑ13．肉を入れないで作ったクリームシチューは、販売可能ですか。 

Ａ13．十分に加熱しても作り置く可能性があり、取扱いによっては細菌が繁殖す

る可能性があるため、肉の有無にかかわらずシチュー、カレーの製造は避

けてください。 

 

Ｑ14．景品として飴（個別包装されたもの）を無料で提供することは可能ですか。 

Ａ14．差し支えありません。 

  



Ｑ15．調理では認められない肉やご飯類の食品について、レトルト食品の場合、

電子レンジや湯煎で温めて提供してよいですか。 

  （例）スパゲティの具材（ミートソースなど）、レトルトのご飯、レトルト

のカレー 

Ａ15．差し支えありません。 

 

Ｑ16．「前日の調理はせず」とあるが、家庭科部がパウンドケーキを当日焼いて

売るには時間がないので前日の調理が必要です。しっかり焼き上げてから、

さまして袋詰めをするので、前日調理をしてもよいですか。 

Ａ16．提供する食品は、基本的に「前日の調理は、仕込みも含め絶対に行わない。」

こととしています。学校は食品の製造業者ではないので、無理をしないで

ください。 

    しかし、調理を専門とする教育課程における日頃の生徒に対する教育や

学校の施設設備の状況などにより、学校が自ら食品衛生の確保に十分努め、

当日調理と同等の安全性を担保できると判断した場合には、取り扱える食

品に関してはその限りではありません。安全性担保の方法や表示内容を自

身で具体的に検討した上で、事前に所管の保健所に相談してください。 

 

Ｑ17．おでんは、煮込むほどおいしくなるので前日から煮込んで準備をしたいが、

よいですか。 

Ａ17．前日調理はしないでください。  

 

Ｑ18．ペットボトルのジュースを紙コップに移して販売する際に、氷（市販の氷、

または自ら水道水で作った水）を入れてよいですか。 

Ａ18．差し支えありません。  

 

Ｑ19．茹でたうどん、そばを冷やして販売する場合、冷やしたり、麺を洗う水は

調理室の水でよいですか。 

Ａ19．茹でたうどんやそばを冷やして提供する場合は、最終工程が加熱工程では

ないため、提供できません。必ず、加熱した状態で提供してください。 

 

Ｑ20．加熱処理する野菜を切るときは、素手で扱ってよいですか。 

Ａ20．差し支えありません。調理前に手指はよく洗浄、消毒してください。 

 

  



Ⅱ 保存方法 

Ｑ１．販売する食品は、どのように保管して販売すればよいか。 

Ａ１．食品に表示されている保存方法に従ってください。  

 

Ｑ２．要冷蔵の保管方法とは。 

Ａ２．冷蔵庫やクーラーボックス等を使い食材を冷蔵する際には、温度計を設置

し、規定の温度以下に管理できていることを確認して下さい。一般的に

は、表示に記載されている保存方法に従って保存して下さい。 

（参考）冷蔵（１０℃以下に保存）    冷凍（－１５℃以下に保存） 

 

Ｑ３．市販のジュース等を冷やす際、ビニールプールやバケツにいれた氷水に直

接入れて冷やしてよいか。 

Ａ３．冷却用のビニールプールやバケツ、水や氷等による冷却であっても、「遊

離残留塩素0.1mg/L以上の水道水やこれを使用した氷を使用」し、「提供時

に飲み口の衛生確保が可能」な場合には不可とはしません。 

 

Ｑ４．販売する食品について、当日仕入れ、当日販売とされているが、適切な方

法で保管しておけば、缶ジュースは翌日販売してもよいか。 

Ａ４．開封しない状態であれば、差し支えありません。なお、缶ジュース等に限

らず、開封されていない食品であって保存方法に従って適正に保管されて

いるものであれば、翌日以降も販売可能です。 

 

 

Ⅲ 調理及び販売上の留意点等 

 

Ｑ１．調理する場所は、水道設備や食器戸棚、調理台のある場所とされているが、

当該設備があれば職員の準備室や屋外でもよいのか。 

Ａ１．調理する場所に必要な設備として水道設備と食器戸棚のある場所としたも

のであり、一般的には、調理室や家庭科室などを使用してください。職員

室には水道設備、食器戸棚はあるようですが、人の出入りによるホコリな

どの舞い上がり、調理に関係のない者が食品に触れる可能性があることな

どの理由により避けてください。 

 

Ｑ２．「食品は、加熱後速やかに提供することとし、長時間経過したものは提供

しない。」とあるが、「加熱後速やかに」とは、「長時間経過」とは、どの

程度の時間をさすのか。 

Ａ２．「加熱後速やかに」は２時間以内であり、「長時間経過」は２時間を超え

る時間ですので、２時間を目安に判断してください。 



Ｑ３．専用の機械を用いるポップコーンや綿あめなどの製造販売は、屋外で行っ

てよいか。 

Ａ３．食品の取扱いは、できる限り屋内に限ってください。やむを得ず屋外で行

う場合、ホコリなどが入らないようにしてください。 

 

Ｑ４．近くの食品などを取り扱っている商店街の方に、ボランティアで屋台を出

してもらうことは可能か。 

Ａ４．学校における文化祭であるため、児童生徒及びＰＴＡまでの範囲で実施し

てください。ボランティアといえども事故が起きた場合は、学校の責任が

問われます。 

 

Ｑ５．調理に従事する者以外の従事者の服装は。 

Ａ５．清潔な衣類であれば白衣の着用はしなくてもよい。学生服でも差し支えあ

りません。 

 

Ｑ６．文化祭で提供する食品について、アレルギー反応を起こす来客者が出ない

か心配です。食材や添加物の表示は必要ですか。 

Ａ６．既製品の場合は、製造業者が表示をする義務があるので、すでに表示され

ている場合には、表示の必要はありませんが、調理をして提供する食品に

アレルギー反応を起こす食品（えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、

小麦、落花生）が含まれている場合には、あらかじめその食品が含まれて

いることを表示し、来訪者に示す必要があります。なお、原材料由来でア

レルギー反応を起こす場合もあるので、原材料の表示をよく確認してくだ

さい。 

 

Ｑ７．「食品の表示が適正であること。」とあるが、食品の表示に関する参考資

料を示していただきたい。 

Ａ７．事故防止のためにアレルゲン、食べきる時間の目安の注意書き（会場内で食

べきる、○時間以内、等）を容器に貼付したり、販売場所に掲示したりする

ことを推奨します。消費者庁作成のパンフレット「知っておきたい食品の表

示」を参考にして下さい。 

   （参考）消費者庁ホームページ内リンク 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pam

phlets/assets/food_labeling_cms202_230324_01.pdf 

  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pam


Ⅳ 検便検査の必要の有無について 

Ｑ１．調理行為に携わる場合、検便検査は必要ですか。 

Ａ１．直接食品を取り扱う場合は、推奨します。食中毒の症状が出ていない方で

あっても、食中毒原因菌を持っている場合があります。直接食品を取り扱

う場合は、できるだけ食中毒原因菌等の便検査を行ってください。 

    また、食品提供前までに検査結果が得られる範囲で可能なかぎり直前に

実施することが望ましいです。検便の検体採取後、検査結果待ちの間に感

染する可能性はゼロではないのでその時間を短くするためです。 

    検査項目に関する決まりはありませんが、一般的な検査項目としては、

腸チフス、パラチフス、赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌O157等が

あります。項目を増やせば費用がかかります。 

    検便の実施方法（検査対象人数、検査項目、検査実施時期等）について

は所管の保健所へご相談下さい。 

 

Ｑ２．調理したものを運ぶ係の者は、検便検査は必要ですか。 

Ａ２．一般的に食器等を介した食中毒の発生もあるため、調理担当者以外の方の

健康管理（食品提供当日の体調確認等）にも留意する必要があります。検

便検査も一つの方法として考えられますが、同時に健康観察などにより、

前日及び当日の健康状態の把握を適切に行ってください。詳細については

所管の保健所にご相談下さい。 

 

Ｑ３．封のされていない市販の食品をそのまま販売する（取り扱う）場合、検便

検査は必要ですか。 

   ※封のされていない市販の食品例；ドーナツや団子等の販売に当たり販売

店から仕入れた段階で「紙袋に入れただけ」「パックに入れてテープや輪

ゴムで止めただけ」の食品などのことであり、包装されていない食品では

ない 

Ａ３．直接食品に触れないのであれば、検便検査は不要です。 

 

Ｑ４．保護者が、児童生徒のためにポップコーンや綿菓子などの製造販売を計画

する場合、保護者の検便検査は必要ですか。 

Ａ４．直接食品を取り扱う行為ですので、検便検査を行うことを推奨します。検便

検査を行う場合は、学校として安心して安全な食品の提供をするためのもの

ですので、保護者に御理解をいただき検便検査を行ってください。食品提供

後に食品に係る事故（例；食中毒等）が起こった際には、食品を提供した者

としての最低限の責任を果たしていたことを証明することになります。 

 

 



Ｑ５．野菜の販売には、検便検査は必要ですか。また、野菜をカットして販売す

る場合は。 

Ａ５．野菜をそのままで販売する場合、検便は不要です。野菜をカットして販売

する（キャベツを半分に切る、ゴボウを半分に切るなど）場合であっても、

検便は不要です。 

 

Ｑ６．調理に立ち会うのみの生徒や教師（調理はしないが同じ部屋で監督指示を

している。）は、検便検査は必要ですか。 

Ａ６．調理行為に携わらないならば、検便検査は不要です。ただし、調理への立

ち会いの際には清潔な衣類及びマスクを着用し、食品や食器に触れないよ

う心がけてください。 

 

 

Ⅴ 保存食について 

Ｑ１．保存食は、どのような食品をとっておきますか。 

 Ａ１．保存食は、文化祭において自ら調理して提供した食品によって事故が起

きた場合に、その食品に原因があったかどうかを調べる重要な役目があり

ます。このため、購入してそのまま販売する食品については、製造番号等

の記録をとっておくことにより保存食をとっておく必要はありません。 

 保存食は、通常学校給食では、原材料及び調理品を保存することとして

いますが、文化祭の場合は、学校給食のように大量に一度に調理していな

いので、調理して提供した品物だけを食品別に５０グラム以上を密閉容器

（または、ビニール袋）に採取して２週間－２０℃の冷凍庫で保存してく

ださい。なお、使用する密閉容器は清潔なものを使用してください。 

 

 

Ⅵ 保険について 

Ｑ１．文化祭で児童生徒に食品に関する事故が生じた際、スポーツ振興センター

の災害共済給付制度の適用を受けることが出来るのか。また、ＰＴＡや他校

の児童生徒に被害が生じた場合、保健は適用されますか。 

Ａ１．文化祭を開催している学校の児童生徒は、スポーツ振興センターの災害共

済給付制度の適用を受けられますが、それ以外の者（ＰＴＡ、他校の児童

生徒など）には適用できません。  

 

 



Ⅶ 食中毒（疑い）の発生時の対応について 

Ｑ１．複数の児童生徒から、下痢、嘔吐などの症状があり、体調不良文化祭で提

供した食品による食中毒が疑われる。どのように対応したらよいか。 

Ａ１．食中毒が疑われる場合には、まず、児童生徒の健康観察を行い、健康状態

を適切に把握することが必要です。把握する情報については、「学校にお

ける感染症発生時の対応－第３版－」に掲載されている「様式２ 食中毒

（疑い）の発生について（報告）」を参考にしてください。 

    把握した情報は、「学校における感染症発生時の対応－第３版－」７７

ページに掲載されている「６ 報告区分・方法・様式一覧」を参考に、関

係機関に報告するとともに、保健所に報告し対応について相談してくださ

い。 

   （参考）「学校における感染症発生時の対応－第３版－」 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/910-201212-5.html  

 

 

Ⅷ その他 

Ｑ１．「文化祭等における食品の取扱いについての留意事項 １ 目的」で示さ

れている「調理を専門とする教育課程における日ごろの生徒に対する教育」

に、普通科の部活動の調理部などは含まれるか。 

Ａ１．調理部の活動内容や活動状況、また施設設備の状況は、それぞれ異なるも

のと考えます。保健所に相談のうえ、学校長が判断してください。 

 

Ｑ２．食品営業許可を取得し日常から食品販売を行っている外部事業者（キッチ

ンカーや就労移行支援事業所含む）が、商品を持参・来校して販売すること

は可能か。 

Ａ２．可能です。その場合、学校が外部事業者の企画内容を確認し、保健所に申

請を行ってください。  

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/910-201212-5.html


教保体第１６１５－１号 

令和６年２月１４日 

 

 各市町村教育委員会教育長 

 県立学校長   

 各教育事務所（支所）長 

 

 

埼玉県教育委員会教育長  

 

 

     令和６年度埼玉県スクールヘルスリーダー（退職養護教諭）派遣事業 

     の案内について（通知） 

 

児童生徒の心身の健康を担う養護教諭の資質向上のため、県では、令和５年度から「埼玉

県スクールヘルスリーダー（養護教諭）派遣事業」を実施し、主に経験の浅い養護教諭が在

籍する学校に、スクールヘルスリーダー（退職養護教諭）を派遣しています。本事業につい

ては、令和５年度に引き続き、令和６年度も実施する予定です。 

本事業の円滑な運営及び事業の充実を図るため、事業概要をお知らせするとともに、本事

業に参加いただけるスクールヘルスリーダー（退職養護教諭）を募集します。 

各学校におかれましては、退職予定の養護教諭がいる場合、別紙リーフレットを活用し本

事業概要について周知いただきますようお願いします。 

また、派遣対象となる学校におかれましては、下記を参照の上、積極的な活用について検

討いただき、申請の御準備をお願いいたします。 

なお、実施要項等については、令和６年３月下旬にお知らせする予定です。 

各市町村教育委員会におかれましては、貴管下各学校への周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 令和６年度埼玉県スクールヘルスリーダー（退職養護教諭）派遣事業予定について 

（１）事業概要 

【事業１】新規採用養護教諭支援事業 

派遣対象校 埼玉県新規採用養護教諭研修受講対象者及び臨時的任用職員として

の採用が１年目の者が一人配置で勤務する埼玉県内公立学校＊１。 

派遣期間 令和６年４月１５日（月）～令和６年５月２日（木） 

派遣回数等 １校当たり２回まで、１回当たり２時間 ※１日２回まで申請可能 

申請期間 令和６年３月２７日（水）～令和６年４月３日（水）１２時 

様 



【事業２】基礎形成・協力期（第１ステージ）＊２養護教諭支援事業 

派遣対象校 経験の浅い養護教諭（正採用２～４年目の者、又は、臨時的任用職

員としての経験が１～４年の者＊3が勤務する埼玉県内公立学校＊１。

ただし、他都道府県等で正採用の経験のある者は除く。 

派遣期間 令和６年５月６日（月）～令和６年１２月２０日（金） 

派遣回数等 １校当たり３回まで、１回当たり２時間 

申請期間 令和６年３月２７日（水）～令和６年４月１７日（水）１２時 

＊１：さいたま市を除く 

＊２：基礎形成・協力期（第１ステージ）は、「埼玉県 校長及び教員としての資質向 

上に関する指標」で示すステージです。新規採用養護教諭研修受講後から５年経

験者研修までの期間として整理しています。 

＊３：臨時的任用としての採用が１～４年目の者は、養護教諭としての累積勤務年数が

４年未満の方をさします。 

 

（２）申請手続き等について 

 事業１ 

  ①スクールヘルスリーダーの派遣を希望する県立学校及び市町村教育委員会は、「ス

クールヘルスリーダー登録者リスト」に登録された者から、依頼するスクールヘル

スリーダーを選定する。なお、「スクールヘルスリーダー登録者リスト」について

は、令和６年３月１８日（月）以降、以下の問合せ先へ照会する。 

   【問合せ先】県立学校→県保健体育課、市町村教育委員会→所管の教育事務所 

  ②「スクールヘルスリーダー登録者リスト」に掲載されたスクールヘルスリーダーへ

派遣を依頼し、調整を行う。派遣について了承が得られた場合は、上記申請期間内

に、「様式１ 派遣申請書」及び「様式２ 派遣計画書及び報告書」を県教育委員

会へ提出し申請する。 

 

 事業２ 

  ①スクールヘルスリーダーの派遣を希望する県立学校及び市町村教育委員会は、「ス

クールヘルスリーダー登録者リスト」に登録された者から、依頼するスクールヘル

スリーダーを選定する（上記参照）。「スクールヘルスリーダー登録者リスト」に

登録されていない者に派遣を依頼する場合は、スクールヘルスリーダー候補者へ登

録の手続きを依頼するとともに、調整を行う。 

  ②「スクールヘルスリーダー登録者リスト」への登録と派遣について了承が得られた

場合は、上記申請期間内に、「様式１ 派遣申請書」及び「様式２ 派遣計画書及

び報告書」を県教育委員会へ提出し申請する。 

 

 



（３）スクールヘルスリーダー派遣の決定について 

 派遣が決定した際は、改めてお知らせします。決定前の派遣は、本事業の対象外とな

りますので、御注意ください。 

 なお、詳細は後日、実施要項によりお示しします。 

 

 

 

担 当：県立学校部 保健体育課 

健康教育・学校安全担当 龍野 

電 話：048-830-6963 

E-mai l：a6960-07@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a6960-07@pref.saitama.lg.jp


退職される・退職された養護教諭の方へ

コバトン&さいたまっち

救急処置や
事故発生時の

対応
専門家との
連携 保健教育 資料の作成

書類の管理 個別の対応

彩の国
埼玉県

派遣期間
令和６年４月

〜令和６年１２月

募集人員
40名程度

経験の浅い養護教諭へ
日常的な業務への相談対応や
実践をサポートする
スクールヘルスリーダー
を募集します。
（応募要件）
①養護教諭の普通免許状を有する者のうち、

養護教諭としての実務経験１０年以上を有する
②令和６年４月１日以降、学校において、

常勤として勤務していない（予定も含む）
③派遣期間内に複数校への派遣が可能

（派遣について）
・派遣を希望する学校からの依頼に基づき、派遣を行います。
・派遣回数は1校あたり２〜３回、派遣時間は1回あたり2時間です。
・派遣が実施された際は、謝金と交通費を支給する予定です。

【指導内容】

ただし、児童生徒への対応については応急処置のみとし、医療機関受診等の判断は、派遣先の管理職又は教職員が行うこと。
併せて、医療機関への搬送及び、保護者連絡、学校外行事への引率を除く。



スクールヘルスリーダーになるには、どのような手続きが必要ですか？

埼玉県 県立学校部保健体育課
健康教育・学校安全担当
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
TEL  048(830)6963

さいたまっち & コバトン

◆派遣依頼を受けるためには、スクールヘルスリーダーに応募し、「スクールヘルスリーダー登録者リスト」に登録する
必要があります。
（応募期間）①令和６年２月２６日（月）〜令和６年３月８日（金）

②令和６年４月１日（金） 〜令和６年４月１２日（金）

（提出書類）①履歴書 ②免許状写し ③口座振替依頼書
④「スクールヘルスリーダー登録者リスト」掲載同意書＊

＊https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/schoolhealthleader.html
あるいは下部QRコードからダウンロード可

（提 出 先）埼玉県教育局保健体育課 健康教育・学校安全担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３−１５−１
a6960-07@pref.saitama.lg.jp

スクールヘルスリーダー対象研修会

１ 日 時：令和６年４月中旬予定
２ 開催方法：参集及びオンライン
３ そ の 他：派遣決定時に詳細案内

埼玉県ホームページ
スクールヘルスリーダー派遣事業

◆新規採用養護教諭研修校内研修指導者や育児短時間勤務の代替など非常勤勤務と兼ねることも可能です。
県教育委員会外のお仕事をされている場合は、その事業所に確認をしていただくようお願いします。

◆令和６年４月１日以降退職予定の方も登録が可能です。
◆登録者リストへの掲載は、派遣をお約束するものではありませんので、予めご承知おきください。

先生方の経験を生かしたサポートをお願いします。
希望されるスクールヘルスリーダーの先生には、新規採用

養護教諭研修の校内研修指導者に配布している資料を
中心に、課題に合わせた情報提供などサポートさせていた
だきます。

退職してからしばらく時間が空いてしまった
ので指導ができるか不安…

派遣はどのように実施されますか？
◆派遣は、派遣対象校が希望する場合、登録者リストに直接、

あるいは教育委員会を通して、依頼されます。
◆派遣対象校は、採用１〜４年目の養護教諭が勤務する

埼玉県内公立学校（さいたま市を除く）です。
◆一人のスクールヘルスリーダーが複数の学校に派遣される場

合があります。

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/schoolhealthleader.html
mailto:a6960-07@pref.saitama.lg.jp

